診療施設開設届出事項変更届出書

　　年　　月　　日

千葉県知事　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　
	開設者　住所
	


	　　　　氏名又は名称
	



　診療施設開設届出事項を変更したので，獣医療法第３条の規定に基づき下記のとおり
届け出ます。
記
１　診療施設の名称及び所在地
①名　称
  ②所在地  〒
TEL.　

２　変更事項及び概要※注
　　　
	変　更　前
	
	変　更　後

	
	
	



３　変更年月日：　　　年　　　月　　　日

４　その他


注　①勤務獣医師の変更と同様にエックス線診療に従事する獣医師も変更する場合は、その旨分かるように記載をお願いします。
②エックス線装置を新たに設置、もしくは撤去等をする場合は、別途エックス線装置の概要書を添付すると共に、変更後の診療施設に設置されている現在のエックス線装置の合計台数の記載をお願いします。
